
奥州市議会全員協議会 

 

日時：令和５年１月26日（木） 

                                        午前９時                                                                                                                                                                                        

場所：７階 委員会室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

① 住宅エコリフォーム支援事業の制定について 

② 江刺農業活性化センターの譲渡について 

③ 休憩所の民間移譲について 

④ 黒滝温泉及び国見平温泉の対応について 

⑤ 消防団活性化の検討状況について 

⑥ 奥州市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税

の課税免除に関する条例の制定について 

⑦ 北股辺地及び大森辺地総合整備計画の策定について 

⑧ 奥州市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

４ そ の 他 

５ 閉  会 



奥州市住宅エコリフォーム支援事業の制定について

市町村合併前より行われてきた住宅リフォーム事業助成については、
市民の居住環境の整備及び市内の住宅関連産業並びに商業を中心とし
た地域経済の活性化を促進するためとして、国庫補助終了後も継続実施
してきた。
しかし、国や県の住宅施策の方向性が市場規模の拡大を目的とした経
済政策から、持続可能な開発目標に変化しており、岩手県住宅マスター
プランの中では、本県の住宅事情の一つとして「断熱性、省エネ性、高齢
者への配慮に対する不満率が高い」と分析し、2050年カーボンニュートラ
ルの実現に向けた省エネルギー性能を有する住宅の普及や、リフォーム
による省エネルギー性能を有した質の高い住宅ストックの形成等を施策
として掲げている。
そこで、奥州市住宅リフォーム事業助成を現在の「住まいの維持管理」
から、「住まいの省エネ改修」に対して助成することで既存戸建住宅の省
エネ改修を加速させ、カーボンニュートラルの実現に向けた一助となる住
宅政策へ転換しようとするもの。

既存の住宅リフォーム事業助成を廃止し、奥州市住宅エコリフォーム支

援事業を制定する。

具体的には、機能維持工事は対象とせず機能向上工事を継続する。

１ 要旨 (1) 目的
住環境の向上を図るため、市内施工業者によって住宅のリフォーム
工事を行う市民に対し、予算の範囲内においてそのリフォームに要す
る費用を助成することにより、質の高い持続可能な住宅ストックの形
成を図る。

(2) 対象者
次の全ての要件を満たしている者
① 市内に住民登録を行っている者で、市内に存在する自己所有の
住宅に居住しているもの。補助を受けようとする者及び生計を同一
にする世帯の構成員に係る市税を完納している者。
② 対象事業について、国、県又は市の他の制度による補助等を受
けていない者。
③ 過去に、奥州市住宅エコリフォーム支援事業を受けていない者。

(3) 対象工事
① 建築後10年以上経過した住宅に対する工事。
② 未契約・未着工の工事で、申請のあった日の属する年度の２月末
日までに完了する工事。
③ 市内施工業者（奥州市内に本店を有する法人又は個人事業主）
が行う工事で、省エネ・エコ住宅設備に配慮した住宅のリフォーム工
事費用が30万円（税抜）以上の工事。
(ア) 省エネ対策工事
・開口部の断熱改修（ガラス交換、内窓設置など）
・外壁、屋根、天井または床の断熱改修

(イ) エコ住宅設備設置工事
・高効率給湯器（エコキュート等）、節水型トイレ、高断熱浴槽、

LED照明器具への取替 など
(4) 補助額 工事費（税抜き）の1/10（千円未満の端数は切捨て）。

ただし10万円を限度とする。
(5) 補助の方法 事業完了報告後に口座へ振り込みとする。

限られた財源でより良い効果が見込まれ、また市民の理解を得られる
事業とするために、次のとおり現状と課題を挙げた。
① 国、県ともに、省エネルギー機能等を有した質の高い住宅への普及
へと政策転換している。
② 予算額1,900千円であるため、早期に予算額に達することによる市民
不満がある。
③ 助成している商品券は、取り扱いのない地域や特定の事業者の商品
券もあることから、地域や特定事業者に限定されている不公平感があ
る。
④ 今日的な課題である住宅の省エネルギー化・エコ化の推進とした施
策をよりいっそう進める必要がある。

２ 現状と課題

令和５年１月26日全員協議会資料 都市整備部

３ 解決策 ４ 今後のスケジュール

令和５年 ２月 法規審査
４月 広報等による周知
５月下旬 受付開始



江刺農業活性化センターの譲渡について

江刺農業活性化センターは、担い⼿の育成、集落営農の
推進など、地域農業の拠点として、農林⽔産省の補助によ
り岩⼿江刺農業協同組合（ＪＡ江刺）本所に併設して整備
しました。現在、管理委託先のＪＡ江刺は、農業者への営
農指導、新規就農者への支援などに活⽤しており、利⽤件
数のおよそ９割がＪＡ江刺による利⽤となっております。
第２次⾏政経営改革プランでは、社会・経済情勢の変化

に対応した効果的・効率的な公有財産の活⽤のため、施設
の⺠間移譲の⽅針のもと、当該施設のＪＡ江刺への譲渡を
掲げております。
このプランに基づき、施設の譲渡に向けてＪＡ江刺及び

農林⽔産省とそれぞれ協議してまいりましたが、双⽅から
の承認が得られたことから、ＪＡ江刺に施設を譲渡しよう
とするものです。

令和５年１月26日 全員協議会資料 農林部農政課

１ 趣旨

２ 施設の概要

農林⽔産省による包括承認の主な条件
①ＪＡ江刺への無償譲渡
②ＪＡ江刺による設置目的に則した継続利⽤

３ 包括承認と活⽤⽅針

令和４年４月 ＪＡ江刺と譲渡交渉について合意（以後随時交渉）
５月 県を通じて農林⽔産省と財産処分について協議開始
12月 農林⽔産省の承認

ＪＡ江刺理事会の承認
令和５年１月 市議会全員協議会において説明

ＪＡ江刺と譲渡仮契約締結
２月 市議会定例会に関連議案提出（条例廃⽌、無償譲渡）
４月 ＪＡ江刺に無償譲渡

４ 日程

名 称 江刺農業活性化センター

所 在 奥州市江刺岩⾕堂字反町362番地１ ※ＪＡ江刺から借地

構 造 鉄骨造平家建【耐⽤年数 38年（令和22年まで）】

面 積 561.51㎡【区分所有建物の専有面積 555.34㎡】

竣⼯年 平成14年【経過年数 20年】

事業費 278,271千円
※うち補助額 国139,130千円 県27,826千円

物 品 机、椅子等一式

無償譲渡を受けたＪＡ江刺では、江刺農業活性化センターの機能
を承継し、引き続き地域農業の拠点として継続して活⽤する⽅針



休憩所の民間移譲について

今回の民間移譲によって、休憩所運営管理に係る直近５カ年の
支出平均は8,000千円余りでありましたが、令和６年度以降につ
いては約５分の１となる1,600千円程度となる見込み。

１月全員協議会説明資料 令和５年１月26日 商工観光部観光施設対策室

２ 意向調査の方法

(1) 黒石寺休憩所（東光庵）平成５年開所（築29年）
施設：休憩所、トイレ、東屋
①休憩所……買い受け希望⇒なし 借り受け希望⇒あり
②トイレ・東屋……市で管理見込み

(2)正法寺休憩所（月江庵）平成６年（築28年）
施設：休憩所、トイレ、東屋、駐車場
①休憩所、トイレ、東屋……買い受け希望⇒あり
②駐車場……市で管理見込み

３ 調査結果

５ 今後の進め方

６ 運営管理費の支出状況及び今後の支出見込み

４ 民間移譲方法の決定

(1) 黒石寺休憩所（東光庵）
・令和５年４月１日から有償貸付開始

(2)正法寺休憩所（月江庵）
・市有財産取得処分調整委員会での公売価格の審査
・公売の実施（令和４年度内）
・必要工事を実施（3,613千円）
内容：売却する土地内にある給水管の切り回し工事

(1) 意向調査は売却を基本とし、現管理業務受託者及び地元振興
会や関係者等を対象に実施する。また、併せて借り受けの可
能性についても調査する。

(2) 譲受等の意向がないときは調査範囲を拡げ、市広報及びホー
ムページ等による調査を実施する。

※ 譲受等の意向がない施設は一旦休止の方針を示す。

（別紙資料）休憩所の民間移譲に向けた基本方針について

(1) 黒石寺休憩所（東光庵） 対象施設：休憩所
令和５年度より民間事業者等へ貸し付けする。

(2)正法寺休憩所（月江庵） 対象施設：休憩所、トイレ、東屋
令和５年度中に民間事業者等へ売却する。

施設名 H29 H30 R1 R2 R3 平均 R4 R5 R6以降 

黒石寺(東光庵) 2,682 2,527 2,408 2,461 2,503 2,516 2,516 1,381 1,381 
 

内

訳 

施設管理委託料 2,307 2,307 2,328 2,376 2,376 2,339 2,377 1,046 1,046 

施設修繕費 296 140 0 0 0 87 0 0 0 

その他経費 79 80 80 85 127 90 139 335 335 

正法寺(月江庵) 5,128 4,818 5,420 4,940 7,414 5,544 4,979 1,605 229 
 

内

訳 

施設管理委託料 4,660 4,660 4,703 4,791 4,791 4,721 4,791 1,015 229 

施設修繕費 253 0 548 0 2,478 656 0 0 0 

その他経費 215 158 169 149 145 167 188 590 0 

合 計 7,810 7,345 7,828 7,401 9,917 8,060 7,495 2,986 1,610 

 

１ 基本方針について

令和４年８月18日の全員協議会にて説明いたしました「休憩所
の民間移譲に向けた基本方針(案)」について、意向調査等の結果
を踏まえて当該基本方針を成案として機関決定いたしました。

本方針に基づき、休憩所の民間移譲を次のとおり進めてまいり
ます。
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休憩所の民間移譲に向けた基本方針について 

 

１ 対象施設 

  黒石寺休憩所（東光庵、トイレ、東屋）H5 開所(29 年) 

  正法寺休憩所（月江庵、トイレ、東屋、駐車場）H6 開所(28 年) 

 

２ 経過 

  両施設は、旧水沢市が平成４～６年度に岩手県観光施設整備事業補助金を活用し、両

寺の周辺観光施設整備事業（セイクリッド・ゾーン整備事業）により整備したもの。 

  平成 25 年から両休憩所の民間譲渡を目指し、まずは管理業務を市観光物産協会へ委託

としながら、関係者と協議を行ってきた。 

 

３ 維持管理費の支出状況                      （単位：千円） 

施設名 H29 H30 R1 R2 R3 平均 

黒石寺(東光庵) 2,682 2,527 2,408 2,461 2,503 2,516 
 
内

訳 

委託料 2,307 2,307 2,328 2,376 2,376 2,339 

施設修繕費 296 140 0 0 0 87 

その他管理費 79 80 80 85 127 90 

正法寺(月江庵) 5,128 4,818 5,420 4,940 7,414 5,544 
 
内

訳 

委託料 4,660 4,660 4,703 4,791 4,791 4,721 

施設修繕費 253 0 548 0 2,478 656 

その他管理費 215 158 169 149 145 167 

合 計 7,810 7,345 7,828 7,401 9,917 8,060 

 

４ 休憩所に関する計画 

   第２次行政経営改革プラン 

   R4：市場調査及び譲受者公募を実施し、年度内に民間譲渡を行う。 

 

５ 基本方針 

 ・第１目標  令和４年度中の民間譲渡（売却）を目指す。 

 ・第２目標  意向調査で買い受けの希望がないときは、当面有償貸付を目指す。 

 ・第３目標  買受者及び借受者がないときは、令和５年３月をもって休止とする。 

        休止後は、地元要望等を聞きながら他の活用方法を検討する。 

        また、不要と判断された場合は、解体撤去に向けた検討を行う。（トイレ

は、今後も市が管理を継続する。） 
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６ 民間移譲の進め方 

 (1) 意向調査 

   意向調査は、売却を基本とし、現管理業務受託者及び地元振興会や関係者等を対象

に実施する。この際、借り受けの可能性についても調査を行う。 

譲受等の意向がない場合は、調査範囲を拡げ、市広報及びＨＰ等による調査を実施す

る。 

※提案の無い施設は一旦休止の方針を示す。 

 (2) 民間譲渡（売却） 

  ①売却価格 

   不動産鑑定により算出 

  ②売却方法 

   公売 

  ③売却前の市の施設修繕 

   現状有姿での譲渡を原則とするが、建築基準法等の関係法令に抵触又は老朽化によ

り著しく管理に支障をきたす状態となっている施設設備の修繕を譲渡前に実施する。 

  ④支援策等 

   一般的な普通財産の公売となるため、譲渡後の支援策等は行わない。 

 (3) 貸付 

  ①貸付料 

   奥州市財務規則第 195 条に基づき算定した金額を基本として貸付をする。 

  ②修繕費の取扱い 

   老朽化等に伴う大規模修繕は市、使用に伴う軽微な修繕は借受者が行うものとする。 



⿊滝温泉及び国⾒平温泉の対応について

両温泉につきましては、「⽇帰り温泉の⺠間移譲に向けた基本⽅針」に基づき実施いたしました意向調査
において、譲受及び指定管理の意向がなかったことから、11月25⽇開催の全員協議会におきまして、地元に
対し調査結果の説明及び直営の⽇帰り温泉としての営業を令和５年３月末をもって⼀旦休⽌する⽅針をお⽰
しし、今後の施設利活⽤策等を相談することで説明してまいりました。
指定管理を挟んだ⺠間譲渡という基本⽅針に変わりはないものの、地元で温泉運営する組織を検討する動

きがあること、また、平泉を中心とした観光面での連携の可能性があることから、温泉施設の営業継続しな
がら地元との協議を進めていくこととします。

１ 住⺠説明会の実施状況

①令和４年12月９⽇（⾦）18︓30~ 北股地区センター 26名出席

②令和４年12月14⽇（水）18︓30~ 南股地区センター 58名出席

③令和５年１月12⽇（木）18︓30~ 衣川健康福祉センター 80名出席 ※⿊滝温泉の営業継続を要望する署名 1,961筆

全員協議会説明資料 令和５年１月26⽇ 商工観光部観光施設対策室

２ 住⺠説明会での意⾒要旨

地元での運営を検討するうえで時間が必要なことから、計画策定期間中は市直営での営業継続を求める。

３ 今後の地元協議の進め方について

地元で⾃ら温泉を運営する組織を設⽴する可能性があることから、協議の進め⽅を以下のとおりとします。

・地元振興会を窓⼝とし、地元での温泉を運営する組織や形態の検討期限を令和５年９月末までとする。

・施設の運営⽅式は、指定管理で⾏い、⾃主的な運営を目指す。

・市直営での温泉営業は令和５年度の１年以内とし、経営改善を⾏いながら地元協議を進める。

・周辺地域・施設と観光面で連携するとともに、地域団体が⾃主的に⾏う地域づくりの場として活⽤する。



消防団活性化の検討状況について

消防団においては、消防団員が全国的に減少傾向にあるほか、消防屯所の老朽化など、様々な課題を抱えてい
ることから、消防団活性化の検討に着手しています。

【消防団の現状】
消防団員は、平成22年の1,998人から12年間で365人減少し、令和４年は1,633人となった。
消防屯所は、市内に143棟あり、毎年１・２棟の更新しているが、今後36年間で全ての施設が耐用年数を超過する見通し。

【中間報告書への対応】

令和５年４月１日から次のとおり改正する予定。
1-1 団員報酬 36,000円 → 36,500円（＋ 500円）
1-2 副分団長報酬 80,000円 → 85,000円（＋5,000円）

班長報酬 41,000円 → 42,000円（＋1,000円）
2-1 出動手当 火災 3,000円 → 4,000円（＋1,000円）

訓練 1,500円 → 2,000円（＋ 500円）
※４時間を超える場合は、8,000円・4,000円に改める。

2-2 出動手当は、費用弁償から出動報酬に改める。
2-3 活動時間区分は、引き続き検討委員会で協議していく。

【検討状況】

令和４年８月17日に、消防団員12名で検討委員会を組織し、
検討に着手した。（12月までに４回検討）

令和３年に国が定めた報酬基準と早期に整合を図る必要が
あることから、12月14日に中間報告書が提出された。

【中間報告書の概要】

1-1 団員報酬は、国の基準に改めるべき
1-2 副分団長・班長の報酬は、階級差に応じて定めるべき
2-1 出動手当は、国の基準に改めるべき
2-2 出動手当は、出動報酬として支給すべき
2-3 活動時間の区分は、今後、さらに検討が必要

【影響額】（令和４・５年度当初予算比較）

報 酬 70,840千円→108,374千円
費用弁償 27,671千円→ 0千円 （交通費を除く）
合 計 98,511千円→108,374千円 （＋9,863千円）

【検討委員会の中間報告書提出後の予定】

引き続き、報酬以外の『処遇改善』や『消防団組織』等に
ついて検討し、『最終報告書』として提出する予定。

令和４年12月 消防団等充実強化アドバイザーの講演
令和５年１月 消防団員に対するアンケート調査の実施
令和５年２月以降 毎月１回程度の検討
令和５年７月 『最終報告書』提出（予定）

令和５年１月26日 全員協議会資料 市民環境部危機管理課

【最終報告書提出後の予定】

検討委員会からの最終報告書の提出を受け、市において
対応を検討し、必要な措置を講じる予定。

（例えば）
奥州市消防施設設備整備計画（Ｒ３～７）の見直し
消防屯所の個別施設計画（Ｒ３～38）の見直し



























奥州市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う
固定資産税の課税免除に関する条例の制定について

１ 条例制定の経緯
（１）令和３年４⽉に「過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法（新過疎法）」が施⾏され、
奥州市では江刺地域及び⾐川地域を対象として同
年９⽉に「奥州市過疎地域持続的発展計画」（過
疎計画）を策定しています。

（２）新過疎法に基づく財政支援としては、従前と同
様、過疎債に対する交付税措置のほか、「過疎地
域内で一定の地方税を課税免除した場合、その減
収分の75％を普通交付税で補填」する措置があり、
この適用を受けるためには条例の制定が必要と
なっています。

（３）今般、江刺地域において、新過疎法の要件に該
当する設備投資（固定資産税を令和５年度以降に
課税するもの）の情報があったことから、同法に
対応した課税免除の条例を新たに制定しようとす
るものです。

令和５年１⽉26日 全員協議会資料 総務企画部政策企画課

過疎地域内で新規取得等された一定の事業用資産に係る固定資産税を課税免除し、もって同地域内の産業の
振興を図るため、新過疎法に対応した課税免除の条例を制定することについて説明するものです。

２ 制度の概要
新過疎法等で定める要件に合致する業種の事業者が

一定の事業用資産を取得した場合、国の制度にあわせ、
３年度間に限り、その固定資産税を課税免除するもの。
要件等は別紙（固定資産税の部分を参照）のとおり。

４ スケジュール

３ 補足事項
（１）租税特別措置法の規定により、対象は令和６年

３⽉３１日までに取得したものに限定（今後、延
⻑された場合は、適宜一部改正する予定）。

（２）各課税年度において企業⽴地奨励条例と本条例
とで重複する部分がある場合は、本条例を優先。

令和５年２⽉定例会 議案審議・可決

令和５年４⽉１日 条例施⾏



過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく地方税の減収補塡措置

都道府県又は市町村が、過疎地域のうち市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画において、産業振興促進区域として
定められている区域内において一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等並
びに個人が行う畜産業及び水産業について、条例に基づいて課税免除又は不均一課税を行った場合、地方税の減収の７５％を
普通交付税で補填。

過疎地域において、事業者の規模（資本金）ごとに定めている減価償却資産の
取得価額の合計を超える設備を取得等した場合

条例に基づき課税免除又は不均一課税

事業税 収入金額のうち当該設備に係るもの

不動産取得税 当該設備に係る家屋及び土地

固定資産税 当該設備に係る家屋、機械及び装置、土地

地方公共団体の減収分の７５％を普通交付税で補填
（最初に課税免除等を行った年度から３年間（※１））

製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等

※１：不動産取得税は当該年度分。

事業者の規模
（資本金）

5,000万円以下 5,000万円超
１億円以下

１億円超

対象 機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設、製作、改
修等に係る取得

機械・装置、建物・附属設備、
構築物の新増設に係る取得

取
得
価
額

製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

農林水産物等
販売業・
情報サービス業等

500万円以上

畜産業・水産業（※２）

個人又は同居の親族で事業を行った日数の合計が、当該年に
おける延べ労働日数の１／３超～１／２以下の場合

条例に基づき課税免除又は不均一課税

事業税 各年の所得金額

地方公共団体の減収分の７５％を普通交付税で補填
（最初に課税免除等を行った年度から５年間）

※２：過疎地域内で個人が行う畜産業及び水産業に限る。

※適用要件： 過疎地域持続的発展市町村計画に「産業振興促進事項」を記載

（記載事項：区域、対象業種、当該区域における産業の現状及び課題、課題への対策及びそのために講じようとする事業 等）



北股辺地及び大森辺地総合整備計画の策定について

１ 計画の策定目的

辺地法（辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律）に基づく辺地

対策事業として、公共的施設の整備を行おうとする

市町村は、当該市町村議会の議決を経て総合整備計

画を策定することができ、その策定においては、都

道府県知事との協議が必要とされています。今回、

衣川西部に位置している北股辺地と、衣川南西部に

位置している大森辺地の総合整備計画を策定し、産

業振興施設の整備を実施しようとするものです。

全員協議会用 令和５年１月26日 総務企画部政策企画課

【協議の趣旨】

辺地債を活用した公共的施設の総合整備を行うため、新たな総合整備計画策定について協議（説明）するものです。

３ 計画の概要

４ スケジュール２ 辺地対策事業債による財政支援

令和５年２月定例会 議案審議・可決

令和５年３月中 国への提出

辺地名 総事業費 備考

北股辺地 17,199千円
国見平スキー場
水供給施設整備等（Ｒ５）

大森辺地 87,992千円
衣川ふるさと自然塾
シャワー室・トイレ棟改修等
工事、他（Ｒ５～Ｒ９）

該当する施設の整備につき必要とする経費に充当
可能であり、充当率は原則100％。後年度の元利償
還金の80％が交付税措置されます。
（参考）
過疎債は充当率100％、交付税措置70％です。
合併特例債は充当率95％、交付税措置70％です。

(1) 計画期間

いずれも令和５年度から令和９年度まで

(2) 事業内容



 

別紙１ 
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